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平
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内
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総
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福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
の
ロ
シ
ア
外
相
の
認
識
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
の
ロ
シ
ア
外
相
の
認
識
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
一
七
号
）
の
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で

あ
る
。
な
お
、
平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
た
日
露
外
相
会
談
に
お
い
て
、
高
村
外
務
大
臣
と
ラ
ヴ
ロ
フ
・
ロ
シ

ア
連
邦
外
務
大
臣
は
、
日
露
関
係
を
よ
り
高
い
次
元
に
引
き
上
げ
る
た
め
の
努
力
を
行
う
と
と
も
に
、
領
土
問
題
の
最
終
的

解
決
に
向
け
、
こ
れ
ま
で
の
諸
合
意
及
び
諸
文
書
に
基
づ
き
、
日
露
双
方
に
受
入
れ
可
能
な
解
決
策
を
真
剣
に
検
討
し
て
い

く
こ
と
を
確
認
し
た
。

二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
一
七
号
）
の
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、

日
本
国
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
と
の
共
同
宣
言
（
昭
和
三
十
一
年
条
約
第
二
十
号
）
は
、
法
的
拘
束
力
を
有

す
る
国
際
約
束
で
あ
り
、
両
国
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
た
。

三
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
五
月
十
五
日
内
閣
衆
質
一
六
六
第
二
〇
九
号
）
の
二
及
び
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お

一



り
、
北
方
四
島
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
が
、
ロ
シ
ア
連
邦
は
、
法
的
根
拠
な
く
し
て
北
方
四
島
を
占
拠
し
て
お
り
、

我
が
国
は
、
現
在
、
北
方
四
島
に
対
す
る
管
轄
権
の
一
部
を
事
実
上
行
使
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。

二


